
未来をつくる大学 の研究室
最先端の研究を大学の先生が誌上講義！
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日本は急速な近代化を迫られた明治初期に、西欧諸国の法制度を学び、民法や刑法などの法を自国

に適するようにアレンジして取り入れた。外国の法制度をそのまま自国の法制度としても、自国でうまく

機能するとは限らないからだ。現在、発展途上国において急務とされている法制度の整備を効果的に

実行するためには、発展途上国それぞれの国の特徴を把握し、それぞれに合う形に先進国の法制度

を変えて取り入れる必要があると、名古屋大大学院法学研究科の松浦好治教授は語る。

大学院生の
主な出身分野

◎松浦先生がコーディネー
ターを務める名古屋大博士
課程教育リーディングプロ
グラムは、国境を越えて法
を移植できる専門家の養成
を目指す英語のプログラム
であるため、法に関係が深
い学部の出身者が目立つ。
また、意図的に学生層が多
国籍になるようにしてお
り、２０１３年度は日本人２
人に加え、ウズベキスタン、
フランス、ポーランドから
各１人計３人を新たにプロ
グラムに受け入れた。

研究成果と
社会のかかわり

◎松浦先生が関係する法
情報研究センターでは、
日本の法情報の英訳支援
や漢字文化圏の法情報の
共有、スーパーコンピュ
ーターを使った地方自治
体の条例の共有・作成支
援などの活動を行ってい
る。

複数の国の法制度を比較し
発展途上国への支援策を提案

名古屋大大学院　法学研究科　松浦好治研究室

フローチャートで分かる松浦好治研究室

研究にかかわる
学問分野と研究内容

◎研究対象である国の法体系を理解するためには、法
の条文だけでなく、法を制定した理由、法の解釈の仕
方など、法に関するあらゆる情報を分析する必要があ
る。法は社会と密接に結び付いているため、関連する
情報は、政治、経済、文化、歴史、風俗など多様な分
野に存在し、それら全てが研究対象となる。

よしはる

政治学

法学

など 法令英訳支援

条例作成支援

法情報の共有化

など
比較法学

文化
人類学

歴史学

政治学

社会学

経済学
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　法はより良い世の中をつくるためのツールですから、これを学ぼうとする人には、現在の社
会にどのような課題があるのかを把握できるようになってほしいと思います。ここで鍵を握る
のは、情報を収集し分析する力です。集めた情報が多いほど比較する対象も増えるため、正
確な分析ができ、課題への対策も立てやすくなるからです。膨大な情報を上手に処理する能
力も磨かなければなりません。
　課題解決策は考えるだけでは駄目で、それを実行してこそ、状況を変えることが出来ます。
そのため、たとえ反対されても粘り強く交渉し、相手を納得させる必要があります。解決策を
実行に移す場合には、多くの人と力を合わせることが求められるので、考え方の異なる人とも
円滑に意思を疎通する力が大きな武器になるでしょう。この力を身に付けていれば人脈が広
がり、多方面の情報を集めることにもつながるはずです。また、法以外の知識も、積極的に吸
収してほしいと思います。好奇心を大切にし、知らないことにどんどん挑戦してください。

社会を見つめる目と行動を起こそうとする意志が大切
比較法学が求める学生像

法をつくるのも人、使うのも人、求めるのも人。このように、常に人を
相手にする学問なので、他者から学ぼうとする姿勢が大切です。不愉

快なことを言われたら、言った相手を批判したくなるかもしれません。しかし、批判する前にもう一度、
「相手がなぜそんなことを言ったのか」を考えながら、相手の話に真摯に耳を傾けてみてください。
きっと自分の視野を広げられると思います。

高校生へのメッセージ

何が課題かを把握するための情報収集・分析力

考え方や価値観の異なる人とかかわる力

知らないことを探究しようとする知的好奇心

　

私
は
、
近
代
に
移

行
す
る
激
動
の
時
代

で
あ
る
19
世
紀
後
半

に
、
日
本
や
欧
米
諸

国
の
社
会
制
度
が
ど

の
よ
う
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
の
か
に
関
心

が
あ
り
ま
し
た
。
鉄

道
が
敷
か
れ
れ
ば
そ
の
営
業
や
運
行
な
ど

に
つ
い
て
の
法
、
選
挙
を
行
う
よ
う
に
な

れ
ば
そ
の
仕
組
み
を
定
め
た
法
と
い
う
よ

う
に
、
法
は
社
会
の
求
め
に
応
じ
て
制
定

さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
気
付
い
た
私
は
、

社
会
制
度
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に

法
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。

　

日
本
は
明
治
初
期
に
、
国
会
を
設
け
た

り
、
近
代
的
な
軍
隊
を
組
織
し
た
り
と
、

西
欧
諸
国
に
倣
っ
て
新
制
度
を
整
え
て
い

き
ま
し
た
。
新
た
な
法
も
、
欧
米
各
国
の

法
を
大
い
に
参
考
に
し
て
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
、
完
成
し
た
日
本
の
法
を
、
参

考
に
し
た
外
国
の
法
と
比
べ
る
と
、
単
に

翻
訳
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
ど
の
法
も
、
日
本
の
社
会
に

合
う
よ
う
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
定
め
ら
れ
て

い
る
た
め
、
日
本
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で

何
を
取
捨
選
択
し
た
の
か
、
あ
る
条
文
が

な
ぜ
変
え
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を

把
握
す
る
に
は
、
法
だ
け
で
な
く
、
文
化

や
風
俗
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
も
西
欧

諸
国
と
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
社
会

の
特
徴
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
に
魅
力
を
感
じ
、

私
は
法
思
想
史
や
法
哲
学
、
比
較
法
学
の

研
究
に
携
わ
り
ま
し
た
。

　

１
９
９
０
年
代

に
な
る
と
、
旧
ソ

連
の
崩
壊
に
前
後
し

て
、
資
本
主
義
へ
大

幅
に
政
策
を
転
換
す

る
社
会
主
義
国
が
続

出
し
ま
し
た
。
そ
こ

で
は
、
国
有
地
の
私

有
化
、
国
営
企
業
の
民
営
化
な
ど
が
生
じ
、

そ
れ
に
伴
い
、
旧
体
制
に
は
な
か
っ
た
法

制
度
の
整
備
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
ど
の
よ
う
な
法
が
必
要
な
の
か

を
学
ぶ
た
め
に
、
ベ
ト
ナ
ム
や
モ
ン
ゴ
ル
、

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
な
ど
、
ア
ジ
ア
各
国
の

多
く
の
留
学
生
が
日
本
の
大
学
の
門
を
た

た
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
19
世
紀
後

半
に
西
欧
に
学
ん
で
整
え
た
日
本
の
法
制

度
を
、
20
世
紀
末
に
ア
ジ
ア
諸
国
が
参
考

に
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

欧
米
の
法
や
法
令
集
は
、
英
語
、
ド
イ

ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
で
広
く
世
界
で

研究を始めたきっかけ

近代日本の
社会制度を

より深く理解したい

研究概要

日本の法情報を
英語に翻訳し
データベース化

松
浦
好
治
　

特
任
教
授

ま
つ
う
ら
・
よ
し
は
る　

名
古
屋
大
大
学
院
法
学
研
究
科
特
任
教
授
。
名
古
屋
大
博

士
課
程
教
育
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
法
制
度
設
計
・
国
際
的
制
度
移
植
専
門

家
の
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
。
大
阪
大
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士

課
程
、
及
びY

ale Law
 School LL.M

.

プ
ロ
グ
ラ
ム
修
了
。
中
京
大
助
教
授
、
大

阪
大
教
授
、名
古
屋
大
教
授
を
経
て
、２
０
１
３
年
度
か
ら
現
職
。
主
な
著
書
に
『
法

と
比
喩
』（
弘
文
堂
）、
編
著
に
『
法
情
報
学
』（
共
編
・
有
斐
閣
）
な
ど
。

１
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共
有
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本

の
法
に
関
す
る
情
報
は
、
主
要
な
外
国
語
、

特
に
英
語
に
ほ
と
ん
ど
翻
訳
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
た
め
、
日
本
の
法
制
度
を
学
ぼ
う

と
す
る
留
学
生
は
、
ま
ず
日
本
語
を
習
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
き
な
負
担
を
強

い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

日
本
の
法
情
報
や
法
と
社
会
に
関
す
る

英
語
情
報
を
幅
広
く
、
継
続
的
に
蓄
積
し

て
提
供
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
以
前
か

ら
認
識
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
熱
心
に
活
動

し
て
い
る
専
門
家
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
日
本
の
法
に
関
す
る
情
報
（
法
令

や
条
例
は
、
議
会
議
事
録
そ
の
他
）
を
整

理
し
、
良
い
も
の
を
選
ん
で
外
国
語
で
提

供
す
る
た
め
の
基
礎
研
究
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
日
本
の
国
会
の
議
事

録
な
ど
が
英
語
で
記
載
さ
れ
た
「
英
文
官

報
」
の
収
集
な
ど
、
法
情
報
を
英
訳
す
る

た
め
の
参
考
資
料
の
整
備
に
も
当
た
っ
て

い
ま
す
。

　

日
本
法
を
英
訳
し
て
広
く
世
界
に
提
供

し
よ
う
と
い
う
計
画
は
、
既
に
一
部
が
実

用
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
法
務
省

が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
無
料
で
公
開
し

て
い
る
「
日
本
法
令
外
国
語
訳
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
シ
ス
テ
ム
」
で
は
、
日
本
の
法
に
使

わ
れ
て
い
る
言
葉
を
日
本
語
と
英
語
の
双

方
で
検
索
で
き
、
そ
の
言
葉
を
含
む
条
文

も
、
日
英
２
か
国
語
で
読
む
こ
と
が
出
来

ま
す
。
日
本
語
の
法
概
念
が
英
語
の
何
に

当
た
る
か
を
容
易
に
把
握
で
き
る
わ
け
で

す
。

　

対
訳
の
形
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
法
情

報
を
利
用
す
る
と
、
日
本
語
で
は
ど
の
法

で
も
同
じ
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
法
概
念
が
、

英
語
で
は
法
に
よ
っ
て
別
の
言
葉
で
表
現

さ
れ
る
と
い
っ
た
、
日
本
語
と
英
語
の
法

概
念
の
違
い
を
網
羅
的
に
比
較
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
英
訳
を
使

っ
た
複
数
の
国
の
法
情
報
を
比
較
す
る
こ

と
も
容
易
に
な
る
の
で
、
よ
く
似
た
複
数

の
外
国
の
法
制
度
を
比
較
し
、
自
国
の
法

制
度
の
改
善
に
活
用
す
る
こ
と
も
出
来
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。　

私
た
ち
の
研
究
チ

ー
ム
は
、
い
わ
ゆ
る

漢
字
文
化
圏
内
で
の

法
概
念
の
比
較
に
も

力
を
入
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ま
ず

は
日
本
、
中
国
、
台

湾
、
韓
国
を
研
究
対

象
と
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
不ふ

遡そ

及き
ゅ
う

」

と
い
う
言
葉
は
４
か
国
で
共
通
し
て
使
わ

れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
裁
判
所
に
当
た

る
機
関
を
他
の
３
か
国
で
は
「
法
院
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
研
究
に

よ
っ
て
、
日
本
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
の

法
が
ど
の
程
度
同
じ
漢
字
を
使
っ
て
い
る

の
か
、
ど
の
よ
う
な
法
令
が
似
て
い
る
の

か
な
ど
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

ま
た
、
日
本
、
中
国
、
台
湾
、
韓
国
の

デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
法
情
報
を
各
国
語
と

英
語
で
集
め
る
作
業
も
続
け
て
い
ま
す
。

こ
れ
が
完
成
し
公
開
さ
れ
れ
ば
、
東
ア
ジ

ア
の
法
情
報
を
共
有
、
検
索
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
、
各
国
政
府
や
関
係
機
関
は

自
国
に
必
要
な
法
知
識
を
手
軽
に
得
ら
れ

る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
す
。

　

た
だ
、
法
制
度
を
自
国
で
う
ま
く
機
能

さ
せ
る
た
め
に
は
、
外
国
の
法
を
そ
の
ま

ま
移
植
す
る
の
で
は
な
く
、
明
治
期
の
日

本
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
自
国
に
適
す
る

形
に
変
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ど
の

法
を
ど
の
よ
う
に
整
備
す
べ
き
か
を
ア
ド

バ
イ
ス
出
来
る
人
材
を
日
本
か
ら
送
り
出

す
こ
と
は
、
発
展
途
上
国
へ
の
大
き
な
支

援
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
、
比
較

法
学
に
よ
っ
て
深
め
た
専
門
知
識
と
、
異

文
化
を
理
解
す
る
広
い
視
野
を
併
せ
持
ち
、

発
展
途
上
国
の
法
整
備
支
援
に
貢
献
で
き

る
人
材
を
育
成
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

❶
ソ
連

　

ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
。
15
の

社
会
主
義
国
か
ら
成
る
多
民
族
国
家
と
し
て

１
９
２
２
年
に
建
国
さ
れ
た
が
、
91
年
に
解

体
し
た
。
国
土
の
大
部
分
は
、
現
在
の
ロ
シ

ア
連
邦
に
当
た
る
。

❷
英
文
官
報

　

官
報
と
は
法
律
や
告
示
な
ど
を
一
般
に

知
ら
せ
る
た
め
に
国
が
発
行
す
る
機
関

誌
。
英
文
官
報
と
は
、
連
合
国
軍
総
司
令

部
（
G
H
Q
）
の
覚
書
を
受
け
、
日
本
が

１
９
４
６
年
か
ら
約
６
年
間
発
行
し
た
、
日

本
の
官
報
の
英
訳
版
。
52
年
４
月
に
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が
発
効
さ
れ
、
日
本

が
独
立
を
回
復
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

発
行
を
廃
止
。本
誌
と
号
外
な
ど
を
合
わ
せ
、

３
２
２
０
号
の
発
行
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

❸
漢
字
文
化
圏

　

漢
字
と
漢
字
に
よ
る
言
葉
を
共
有
す
る
国

や
地
域
の
総
称
。
中
国
、
台
湾
、
日
本
、
韓

国
、
北
朝
鮮
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
か
ら
成
る
。

現
在
、
韓
国
と
北
朝
鮮
で
は
ハ
ン
グ
ル
で
の

表
記
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で

の
表
記
が
主
流
だ
が
、
朝
鮮
語
に
も
ベ
ト
ナ

ム
語
に
も
漢
字
由
来
の
言
葉
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
た
め
、
漢
字
文
化
圏
に
属
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。

❹
倒
産
法

　

破
産
法
、
会
社
更
生
法
な
ど
、
倒
産
処
理

手
続
き
に
関
す
る
法
の
総
称
。

研究の展望

法情報の共有を通した
東アジア諸国の

相互理解

用
語
解
説

２

３
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高
校
時
代
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学

し
、
福
祉
施
設
な
ど
で
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
私
は
社
会
制
度
に
関
心
を
持
ち
ま
し

た
。
そ
し
て
、
多
く
の
人
が
暮
ら
し
や
す

い
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
法
を
学
び
た

い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

法
学
部
で
学
ぶ
う
ち
に
、
法
を
適
切
に

運
用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
が
何
の
た

め
に
つ
く
ら
れ
た
か
を
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
し
た
。
立
法
目
的

は
、
日
本
の
法
を
読
む
だ
け
で
は
捉
え
に

く
か
っ
た
の
で
す
が
、
英
語
圏
諸
国
の
法

と
比
較
す
る
と
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
比

較
法
学
の
重
要
性
を
知
り
、
こ
の
分
野
に

進
む
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

　

発
展
途
上
国
の
法
整
備
を
い
か

に
支
援
す
る
か
を
、
比
較
法
学
を

通
し
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
柱
は
２
つ
あ

り
ま
す
。
１
つ
め
は
自
分
で
設
定
し
た

テ
ー
マ
で
、
中
国
に
お
け
る
都
市
間
で
の

社
会
保
障
制
度
の
格
差
、
特
に
生
活
保
護

制
度
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
に
、
ど
の

よ
う
な
法
を
整
備
す
べ
き
か
を
研
究
し
て

い
ま
す
。

　

中
国
政
府
は
生
活
保
護
制
度
が
全
国
に

行
き
渡
っ
て
い
る
と
発
表
し
て
い
ま
す

が
、
各
自
治
体
や
都
市
に
よ
っ
て
そ
の
普

及
の
程
度
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
そ
の
状
況

を
改
善
す
る
た
め
に
よ
り
良
い
制
度
を
ど

の
よ
う
に
構
築
す
る
か
を
、
日
本
や
中
国

の
文
献
を
読
み
な
が
ら
考
え
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
は
現
地
を
訪
問
し
て
こ
の
目
で
実

態
を
把
握
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

２
つ
め
の
柱
は
、
グ
ル
ー
プ
研
究
で

す
。
海
外
か
ら
の
留
学
生
３
人
を
含
む
大

学
院
生
５
人
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
倒
産
法

を
比
較
し
、
倒
産
法
に
関
す
る
２
か
国
条

約
の
草
稿
の
作
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
タ
イ
と
ブ
ル
ネ
イ
の
倒
産
法
の
比

較
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
１
か
月
に
１

回
、
互
い
の
研
究
内
容
や
課
題
を
報
告

し
、
各
国
の
倒
産
法
の
特
徴
を
条
約
に
ど

の
よ
う
に
生
か
せ
ば
よ
い
か
を
話
し
合
い

ま
す
。
私
と
は
全
く
違
う
発
想
に
よ
る
意

見
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
そ
う
い

う
見
方
も
あ
る
の
か
」
と
感
心
す
る
こ
と

も
し
ば
し
ば
で
す
。

　

他
者
と
意
見
を
交
換
す
る
こ
と

で
新
た
な
考
え
が
生
ま
れ
ま
す
か

ら
、
皆
さ
ん
に
も
多
く
の
人
と
触
れ
合
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
私
は
グ
ル
ー
プ

研
究
で
の
議
論
を
終
え
る
と
、
一
人
ひ
と

り
の
意
見
が
１
つ
に
ま
と
ま
り
、
今
ま
で

に
な
か
っ
た
ア
イ
デ
ア
に
な
っ
て
い
る
と

実
感
し
ま
す
。
時
に
は
議
論
が
白
熱
し
、

８
時
間
に
も
及
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

長
い
と
は
感
じ
ま
せ
ん
。
他
の
大
学
院
生

か
ら
出
さ
れ
る
意
見
を
聞
き
、
自
分
の
考

え
を
振
り
返
る
こ
と
に
集
中
し
て
い
る

と
、
時
間
が
経
つ
の
を
忘
れ
ま
す
。

　

自
分
と
考
え
方
や
価
値
観
の
違
う
人
た

ち
と
出
会
う
た
め
に
、
皆
さ
ん
も
、
積
極

的
に
海
外
へ
目
を
向
け
、
機
会
が
あ
っ
た

ら
、
ぜ
ひ
留
学
し
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
ま

で
と
は
異
質
な
環
境
で
何
か
に
全
力
で
取

り
組
み
結
果
を
残
せ
ば
、
自
信
に
つ
な
が

り
ま
す
。
海
外
と
日
本
で
の
体
験
を
比
較

す
る
こ
と
で
視
野
が
広
が
る
た
め
、
日
本

で
の
日
常
生
活
に
も
新
た
な
魅
力
を
感
じ

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

Q

Q

Q

な
ぜ
こ
の
分
野
に

進
ん
だ
の
で
す
か

松
浦
先
生
の
研
究
室
で
の

研
究
内
容
を
教
え
て
く
だ
さ
い

高
校
生
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

お
願
い
し
ま
す

A

A

A私

大学院生が語る

社会保障制度をいかに
中国全土に浸透させるか

●高校２年生の時、アメリカのオハイ
オ州に１年間留学しました。その間、
生活保護施設や選挙活動現場などで、
さまざまなボランティア活動に携わる
ことが出来ました。そこで痛感したの
は、問題の実態を肌で感じることの大
切さです。新聞やテレビの報道を通し
てではなく、その場で直接人と触れ合
い、何が起きているかを知ることは、
共感を生み、それが新しい一歩を踏み
出す原動力となります。
　また、留学時代に経験したディス
カッション形式の授業を通して、自分
の意見を持ち、それを相手に分かりや
すく伝えることがいかに重要かを学び
ました。私のプレゼンテーションはた
どたどしかったはずですが、それでも、
クラスメートが拍手してくれたことは印
象的でした。
　苦しい時もありましたが、自分自身
と常に向き合い、進路を決める充実し
た１年間だったと思います。

人生の岐路となった
アメリカ留学

の高校時代

鈴木　秀さん

すずき・さかえ　名古屋大大学院法学研究科博士前
期課程１年。同大博士課程教育リーディングプログラム
「法制度設計・国際的制度移植専門家の養成プログ
ラム」履修生。三重県立津西高校卒業。
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